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一定の租税特別措置の停止措置の見直しについて 
～令和 4 年度税制改正最新情報～ 

1. 一定の租税特別措置の停止措置の見直しの概要

令和 4 年 3 月 22 日、令和 4 年度税制改正についての「所得税法等の一部を改正する法律」（令和 4 年法律第 4

号）が可決・成立し、3 月 31 日に公布された。 

一定の租税特別措置の停止措置はムチ税制とも呼ばれ、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げにも設備投資にも消

極的な大企業について、研究開発税制などの一定の租税特別措置の適用を停止する措置であり、平成 30 年度税制改

正により導入された後、内容の変更や期限の延長を経て、現在は令和 6 年 3 月 31 日までに開始する事業年度について適

用されることとされている（以下「当該措置」）。 

令和 4 年度税制改正においては、当該措置が適用されるかどうかの要件のうち、賃上げ要件について一部見直しが行われ

た（措法 42 の 13⑤、68 の 15 の 8⑥）（以下「本改正」）。 

当該措置の概要と本改正の内容は次の図のとおりである。 

Executive Summary 

◼ 研究開発税制などの一定の租税特別措置の停止措置は、平成 30 年度税制改正により導入され、内容の変更

や期限の延長を経て、現在は令和 6 年 3 月 31 日までに開始する事業年度について適用されることとされている

◼ 令和 4 年度税制改正においても、特に大規模な法人について賃上げについての要件が強化されているため、留意が

必要である

◼ 令和 4 年度から適用開始となるグループ通算制度を適用している場合には、研究開発税制の適用を判定する場

合に限り、グループ全体を合算して判定することとされている



*1 大企業とは中小企業者（適用除外事業者を除く）、農業協同組合等以外の法人をいい、具体的には以下のような法人が該

当する。 

 資本金 1 億円超の法人

 資本金 1 億円以下の法人のうち、発行済株式等の 50％以上を同一の大規模法人に所有されている法人又は発行済株式

等の 3 分の 2 以上が複数の大規模法人に所有されている法人

 租税特別措置の適用除外事業者（中小企業者のうち、前 3 事業年度の平均所得が年 15 億円超の法人）

*2 課税所得の金額は欠損金等の繰越控除前の金額とするほか、当事業年度及び前事業年度の期間に応じ、一定の調整を行う

ものとする。 

適用年度が設立事業年度又は合併等事業年度（合併、分割、現物出資、事業譲渡等に関連する係る合併法人、分割法

人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事業譲渡・譲受をした法人等に該当する場合における、当該合併等の

日を含む事業年度）である場合は、課税所得が前期比で減少していることとはされず、上記フローチャートでは「Yes」に該当する。 

*3 継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者（法人の適用年度及び前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の

支給を受けた国内雇用者）に対する当該適用年度の給与等の支給額をいう。継続雇用者比較給与等支給額とは、継続雇用

者に対する前事業年度の給与等の支給額をいう。いずれも、令和 3 年度税制改正により、雇用調整助成金及びこれに類するも

のは控除しないこととされた。 

*4 国内における設備投資とは、法人が対象年度において取得、製作、建設をした国内減価償却資産（その事業年度終了の日に

おいて有するものに限る）の取得価額の合計額とし、減価償却費総額には剰余金方式により積立金として経理した特別償却準

備金を含む。 

このように、令和 4 年度税制改正においては、大規模な法人について、賃上げ要件が強化される改正が行われたため、該当

する場合には留意が必要である。 

2. グループ通算制度における取扱い

グループ通算制度は令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度について適用開始されるが、このグループ通算制度を適用してい

る場合、一部要件が修正される。 

(1) ①法人のステータス（大企業に該当するかどうか）の判定について

当該措置の適用対象になる大企業は、法人のうち、中小企業者（適用除外事業者を除く）、農業協同組合等以外の法

人とされている（措法 42 の 13⑤）。グループ通算制度を適用している場合には、通算グループ内の全ての法人が中小企業

者に該当する場合のみにおいて中小企業者としての恩典を享受することができ（措法 42 の 13⑤、42 の 4⑲七、措令 27

の 4㉕）、さらに、通算グループ内に 1 社でも適用除外事業者があれば除かれることとされている（措法 42 の 13⑤、42 の

4⑲八の二）。そのため、①法人のステータス（大企業に該当するかどうか）の判定は、通算グループ内に 1 社でも中小企業

者に該当しない法人があったり、1 社でも適用除外事業者があれば該当することになる。 



(2) ②所得金額要件、③賃上げ要件、④設備投資要件について

1) 試験研究を行った場合の税額控除制度

試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制）（措法 42 の 4）の適用可否を判定する場合には、②所得

金額要件、③賃上げ要件、④設備投資要件のいずれにおいても、通算グループ内の法人の数値を合計して判定する（措法

42 の 13⑦）。 

③賃上げ要件における、令和 4 年度改正において新設された、大規模な法人についての要件強化は、通算グループ内のい

ずれかの法人が大規模な法人である場合であって、全通算法人の前事業年度の所得の合計額が零を超える場合又は当

該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合等に適用される（措法 42 の 13⑦三・四、措令 27 の 13

⑩）。

試験研究を行った場合の税額控除制度については、グループ通算制度においては、基本的にグループ全体を一体とした適用

を前提としているため、このように、その停止措置についてもグループ全体で判定することとされていると考えられる。 

2) その他の制度

その他の対象制度（地域未来投資促進税制、5G 導入促進税制、DX 投資促進税制、カーボンニュートラルに向けた投資

促進税制）については、グループ通算制度を適用している場合であっても、法人ごとに計算をすることとされており、その停止

措置についても法人ごとに判定される。 

（東京事務所 大野 久子） 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/tax-reform-topics.html
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